
会員・非会員を問わず筆頭筆者および共同発表者全員が、発表内容に関連する企業などについて、開示すべき利害関
係（interest）の有無についてお答えください（共催セミナーの方も同様です）。
有無の判断に関する基準は日本高血圧学会利益相反マネージメント指針・細則をご覧下さい。
開示が必要なものは過去３年間分（前年から 1 年ごとに過去３年間分）です。
各々の開示すべき事項と金額は以下の通りです。

① 企業等の役員、顧問職、社員：各企業からの報酬額が年間 100 万円以上。
② 株による利益：各企業年間 100 万円以上、当該全エクイティの５％以上所有。
③ 特許権使用料：各々年間 100 万円以上。
④ 講演料：各企業年間 50 万円以上。
⑤ 原稿料：各企業年間 50 万円以上。
⑥ 受託研究、共同研究：各企業年間 500 万円以上。
⑦ 奨学寄付金：各企業年間 100 万円以上。
⑧ 企業等が提供する寄付講座の所属。
⑨ 研究とは直接関係ない旅行、贈答品など：各企業年間５万円以上。

開示すべき COI が有る場合、開示すべき事項の番号と企業などの名称を開示のスライドに記載してください。
なお、登録された COI 情報は発表時にスライドまたはポスターにて開示されることで完結しますが、 演題募集締切日
から２年間、日本高血圧学会理事長の監督下に法人の事務所で厳重に保管され、その後廃棄されます。

取り扱いの詳細は日本高血圧学会利益相反マネージメント指針・細則に記載しています。

■口演発表例

■ポスター発表例

利益相反（Conflict of Interests）の開示について
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